
 

 

参考見積募集要領 

 

次のとおり参考見積を募集します。 

 

令和５年６月５日 

 

独立行政法人水資源機構 

木曽川用水総合管理所長 本田 毅 

 

１. 目 的 

この参考見積の募集は、木曽川用水総合管理所で予定している「木曽川用水警報車交

換購入」の積算の参考とするための参考見積を募集するものです。 

 

２. 参考見積書提出の資格 

（１） 水資源機構における令和３～６年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受

けていることとします。 

（２） 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。 

（３） 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年 5月31日

付け 6 経契第 443 号）に基づき、木曽川水系及び豊川水系関連区域において指名停止

を受けていないこととします。 

 

３. 参考見積書の提出等 

参考見積書は、次に従い提出してください。 

（１） 参考見積書は、別紙１「見積項目一覧」を参考に、項目毎に必要な費用を記載して

提出して下さい。 

なお、参考見積書の様式は問いません。 

（２） 提出期間：令和５年６月５日(月) から令和５年６月１９日(月) まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前９時から午後５時まで 

（３） 提出先 

独立行政法人水資源機構 木曽川用水総合管理所長 本田 毅 宛 

【担当】弥富管理所 小林 

〒４９８-００１４ 愛知県弥富市五明3丁目15番地 

TEL ０５６７-６５-１６５０  FAX ０５６７-６５-０４５５ 

（４）提出方法 

書面は持参、郵送又はＦＡＸ（社印があること）により提出するものとします。 

 

４. 参考見積内容 

（１）基本条件 

  ① 本参考見積は、自動車の購入価格、下取り価格、手数料、税金、保険料など

一切の費用についての見積とします。 

  ② 参考見積書の有効期間は令和６年３月３１日までとします。 

  ③ 参考見積書は、提出年月日を記入するものとします。 

  ④ 参考見積書には、納入（納車）に要する期間を記入するものとします。 

  ⑤ 見積金額の内訳には、消費税及び地方消費税の額を含む金額か含まない金額



であるか判別できる記載をしてください。 

（２）購入の仕様は別紙２「参考見積仕様書」によるものとします。 

 

５. 募集要領に対する質問 

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）によ

り提出してください。 

（１） 提出期間：令和５年６月５日(月)から令和５年６月１２日(月) まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、

午前９時から午後５時まで 

（２） 提出場所：３．（３）に同じ。 

（３） 提出方法：３．（４）に同じ。 

 

６. 質問に対する回答 

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。 

（１） 閲覧期間：令和５年６月１４日(水) から令和５年６月１９日(月) まで 

（２） 閲覧方法：ホームページに掲載します。 

 

７. 参考見積書作成及び提出に要する費用 

参考見積提出者の負担とします。 

 

８. ヒアリング 

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。 

 

９. その他 

この参考見積書をご提出いただいたことで、購入の指名又は競争参加資格をお約束

するものではありません。 

ご提出いただいた参考見積書は、購入積算の目的以外には使用いたしません。 



別紙１

●この見積項目一覧は参考様式であり、機構が指定する見積書様式ではありません。

●金額は、消費税抜き価格としてください。

●規格等は、仕様書記載の規格等としてください。

●項目が車両価格に含まれているものは、備考欄に「車両に含む」と記載し、金額は空欄としてください。

●課税/非課税/不課税欄に「課税」、「非課税」又は「不課税」を記載してください。

●車両の処分に際し、自動車税等の還付があるものについては、見積に含めないでください。

●項目に不足がある場合は、追加してください。

項　　　目 備　　　考 数量 金　　額 課税/非課税/不課税

【車両本体】

　車両本体 １台

小計

【車両装備品及び付属品】

　安全装備 ｴｱﾊﾞｯｸﾞ、ABSなど １式

　パワーウインドウ １式

　電動格納式ドアミラー １式

　オートエアコン １式

　ＬＥＤヘッドランプ １式

　フォグランプ １式

　カーナビゲーションシステム 7インチ以上 １式

　ドライブレコーダー 前方・後方 １式

　ＥＴＣ車載器 １式

　ＵＳＢソケット 1口以上 １式

　フロアマット 全席 １式

　サイドドアバイザー 全ドア １式

　シートカバー 全席 １式

　ラゲッジマット 1枚 １式

　緊急脱出用ハンマー 1本 １式

　三角停止表示板 1個 １式

　パンク応急修理キット 1個 １式

　取付工賃 １式

　スタッドレスタイヤ 4本　ホイール付き １式

小計

【公共応急作業用車両装備品】

　赤色灯 １式

　内蔵スピーカ １式

　電子サイレンアンプ １式

　リモコンサーチライト １式

　マイク １式

　赤色灯用帆布カバー １式

　取付工賃 １式

小計

【移動無線機】

　無線機移設 １式

小計

【登録手続き】

　検査登録手続き代行 １式

　車庫証明手続き代行 １式

　下取車代行 １式

　納車 １式

　リサイクル資金管理 １式

　下取車査定 １式

【法定費用】

　自動車税 １式

　自動車重量税 １式

　自動車取得税 １式

　自賠責保険 １式

　預り法定費用 １式

　リサイクル関連諸費用 １式

小計

合計

【車両性能等情報】 【納車日数】

以下に、選定した車両の性能等について記載してください。 　参考までに納入までにかかる必要日数を

車名 記載してください。

型式 必要日数 　　　　　　　　日間

車両重量(kg)

乗車定員(人)

総排気量(cc)

燃費値(JCO8モード)

燃費値(WLTCモード) － 以　上 －

見積項目一覧



別紙２ 

参考見積仕様書 

 

第１章 適用 

この仕様書は、独立行政法人水資源機構木曽川用水総合管理所（以下「機構」という。）

が発注する「木曽川用水警報車交換購入」に適用する。 

 

第２章 概要 

本件は、機構が業務で使用する警報車の交換購入を行うものである。 

  ２－１ 使用目的    

大規模災害時の緊急対応業務及び施設巡視業務等に使用 

 

  ２－２ 納入場所    

愛知県弥富市五明 3丁目 15 番地 

       独立行政法人水資源機構 木曽川用水総合管理所 弥富管理所 

 

２－３ 納 期      

令和６年３月２０日まで 

 

２－４ 契約範囲・数量  

本件の契約範囲は警報車の購入、装備品及び付属品の購入・取付、法手続き、

納車、下取車の引取り・処分までの一切とする。 

対象数量は、１台とする。 

 

第３章 一般事項 

  ３－１ 諸法令等の遵守 

       受注者は、納車に際し関連する諸法令等を遵守しなければならない。 

 

  ３－２ 提出書類 

受注者は、納車にあたり以下の書類等を提出するものとする。 

①自動車及び付属品に関する取扱説明書及びカタログ等に関する資料 

②納車時の写真（正面、左右側面、後面） 

③法定関係資料（自動車検査証、自賠責保険証、車庫証明書） 

④その他機構が指示するもの 

 

第４章 納入車の仕様 

納入車の仕様は、初年度登録車両とし、次の条件を満たすものとする。 
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なお、装備品及び公共応急作業用車両装備品の取付位置については、担当者の確認を得

るものとする。 

４－１ 車両の用途及び台数 

     ①用途  公共応急作業車（水防活動用緊急車両） 

     ②台数  １台 

 

４－２ 主要諸元 

     ①車両形状 ＳＵＶタイプ 

     ②全長  4,000mm 以下 

     ③全幅  1,700mm 以下 

     ④全高  1,705mm 以下（警報装置非搭載時の高さ） 

     ⑤最低地上高 180mm 以上 

     ⑥乗車定員 5 名 

     ⑦ドア数  5 枚（客室用及び荷室用） 

     ⑧変速機  オートマチック（ＣＶＴ（無段変速機）含む） 

     ⑨駆動方式 ４輪駆動 

     ⑩総排気量 1,250cc 以下 

     ⑪使用燃料 ガソリン 

 

４－４ 安全装備 

     ①ＳＲＳエアバッグ（運転席及び助手席に装備） 

     ②アンチロック・ブレーキ・システム（ＡＢＳ） 

③衝突回避支援ブレーキ機能 

④誤発進抑制機能 

 

４－５ 塗装仕様 

     標準塗装色から指定する。 

 

４－６ 装備品及び付属品（標準装備品を含む。） 

項    目 内   容 

パワーウインドウ 各座席側面 

電動格納式ドアミラー  

オートエアコン  

ＬＥＤヘッドランプ  

フォグランプ  

カーナビゲーションシステム 

 ディスプレイ 7 インチ以上 

インダッシュ型 

バックカメラ付 
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オーディオ機能（CD・AM/FM ラジオ付） 

ドライブレコーダー 

   (前方及び後方) 

記録媒体 64GB 以上を付属すること。 

ＥＴＣ車載器  

ＵＳＢソケット 1 口以上 

フロアマット 全席分 

（オールウェザーマット相当品） 

サイドドアバイザー 全ドア 

シートカバー 撥水仕様・全席 

ラゲッジマット 1 枚 

緊急脱出用ハンマー 1 本 

型式：ベルト切断機能付き 

取付：運転席付近 

三角停止表示板 1 個 

パンク応急修理キット 1 個 

スタッドレスタイヤ 4 本 ホイール付き 

 

４－７ 公共応急作業用車両装備品 

     各装備品は、次に示すもの又は同等品以上のものを装備するものとする。 

項    目 数量 内   容 

赤色灯 1 台 型式：散光式警光灯 

（株）パトライト社製 

 AJS-12HDF-SW-RR 相当 

内蔵スピーカー 1 式 型式：散光式警光灯に内蔵可能なもの 

（株）パトライト社製 D5SLO 相当 

電子サイレンアンプ 1 台 機能：回転／点滅切替、音声再生・録音 

   再生 

（株）パトライト社製 SAP-520PBV-Z 相当 

リモコンサーチライト 1 台 機能：リモコンボタン操作ライト 

（株）パトライト社製 HS-12A 相当 

マイク 1 個 機能：トークスイッチロック付 

（株）パトライト社製 SDM-09 相当 

赤色灯用帆布カバー 1 台分 赤色灯の梱包が可能なもの 

 防水型帆布カバー（シルバー） 

（１）公共応急作業用車両装備品は、道路運送車両法の規定に基づき、機種の選定及び

取付けを行うものとする。 

なお、公共応急作業車両としての装備品代金、取り付け作業は本件に含むものと
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する。 

（２）赤色灯の取り付けは、屋根に直接取り付けるものとする。取付個所は雨水が侵入

しないようにするものとする。 

（３）電子サイレンアンプは、バッテリーと直接接続せずエンジンキーに連動して起動

するよう接続するものとする。 

 

第５章 登録手続き等 

（１）受注者は、機構の諸手続きを代行するものとし、登録手続き（緊急車両手続き、

税金、自賠責保険等を含む。）、下取車の手続きに要する費用及び自動車リサイク

ル法（平成１７年１月施行）に伴い発生する費用は、本件に含むものとする。 

なお、下取車の自賠責保険及び自動車税の還付金がある場合は、機構に返納する

ものとする。 

（２）受注者は、道路運送車両法に基づき、緊急車両としての改造を実施した後、緊急

車両指定に必要な書類の作成、申請を行うものとする。 

（３）所有者及び使用者 

   所有者及び使用者については、以下のとおりとする。 

所有者の氏名又は名称 独立行政法人水資源機構 

所有者の住所 埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２ 

使用者の氏名又は名称 独立行政法人水資源機構 木曽川用水総合管理所 

使用者の住所 愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東２６－１ 

使用の本拠の位置 愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東２６－１ 

 

第６章 下取車の仕様 

① 自動車名  トヨタ カルディナ 

② 車体の形状     公共応急作業車 

③ 型式  Ｅ－ＳＴ２１５Ｇ 

④ 初年度登録年月 平成１０年３月 

⑤ 車検有効年月日 令和６年３月３０日 

⑥ 走行距離  １７６，７７９ｋｍ（令和５年５月３１日時点） 

⑦ 車体色  白色 

⑧ 付属品    カーナビゲーションシステム、ドライブレコーダー、 

ＥＴＣ車載器、赤色灯等の公共応急作業用車両装備 

⑨ 引渡場所  第２節 ２－２に同じ 

※下取車については、別添の車検証（写）を参照されたい。 

 

下取車を使用済自動車とする場合、当該下取車の引取りは、受注者の指定引取り業者に

て行うものとする。また、受注者は、引取り業者に対し、車両内容等について守秘義務を
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負わせるものとする。 

下取車を中古車とする場合、受注者は、当該下取車の引取り後速やかに名義変更の手続

きを行うものとする。この場合、自動車リサイクル料金は下取価格に含まれるものとす

る。 

 

第７章 移動無線機 

下取車から納入車への移動無線機の移設を行うものとする。 

移動無線機は、バッテリーと直接接続せずエンジンキーに連動して起動するよう接続す

るものとする。 

移動無線機の取付位置については、担当者の確認を得るものとする。 

 

第８章 検査 

納入場所において機構及び受注者立会いのうえで、本仕様書に基づく検査、外観の検査及

び全般的な機能の検査を行い、確認後に引き渡すものとする。なお、機構が必要と認めた場

合、他の検査を追加して行うことができるものとする。 

 

第９章 保証 

保証期間は、物品購入契約書第９条並びに各製造メーカーが発行する保証書に基づき、運

転技術上の欠陥による故障以外は、無償で調整・修理を行うものとする。 

 

第 10 章 その他 

納入車両に対する自動車賠償責任保険に加入するものとし、自動車保険（任意）につ

いては、機構において契約を行うものとする。 

 

  以 上 




